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会   議   録 

 

名  称 令和２年度 松山市国民健康保険運営協議会（第１回） 

事 務 局 

保健福祉部 国保・年金課 

ＴＥＬ ０８９－９４８－６３７６ 

ＦＡＸ ０８９－９３４－２６３１ 

開催日時 令和２年１１月５日（木）１３：１５～１４：１０ 

開催場所 ＫＨ三番町プレイス３階 第１会議室 

出席者 
委 員 

公 益 代 表：森本千恵，西市裕二，加藤和子，垂水葉子，大鹿義弘 

被 保 険 者 代 表：河野サヨ，岡本裕子，原田順子，今井晴美，河端美知子 

医 療 機 関 代 表：矢野誠，髙石義浩，板野正人，田中智美 

被用者保険等代表：北地幸一，前島慶一郎 

事務局 保健福祉部長，保健福祉部副部長，国保・年金課長 ほか担当職員 

議  題 国民健康保険事業状況等について 

議事内容 

≪議題≫ 

（１）松山市国保の現状と令和３年度の保険料について 

（２）愛媛県国民健康保険運営方針の改定について 

（３）松山市国保の保健事業について 

（４）国保運営協議会の運営について 

・事務局から資料の説明後，質疑を行った。 

 

≪質疑等≫ 

委 員：市独自軽減の廃止について，加入者からの御意見・御要望の具体的な事 

例と，収納状況への影響は。 

事務局：なぜこんなに料金が上がったのかという問合せが多くあり，国や県の方 

針として税金を投入して保険料を下げることは続けられない旨説明し，理 

解を得ている。収納状況については，９月末時点での比較で，徴収率は昨 

年度を上回っている。 

委 員：保険料と保険税の違いは。 

事務局：料金計算の期間が，保険料の増額は過去２年間・保険税は過去３年間， 

保険料の減額は過去２年間・保険税は過去５年間である。また，保険料の

時効は２年，保険税は５年である。 

委 員：愛媛県内市町の料と税の採用状況は。 

事務局：保険料は松山市を含め４市，残り１６市町は保険税。人口の比率ではほ 

ぼ同数である。 

委 員：服薬情報の通知に関する効果測定をどのように行うのか。また，今後の 

保健事業について，オンラインの活用など，どのような方向性を考えてい 

るか。 

事務局：通知後の対象者のレセプトデータの検証を行う等により，効果測定を行 

う予定である。オンラインについては，全国的には国保のオンライン・遠 

隔での保健指導などはあまり普及しておらず，対応・導入については今後 

検討していきたいと考えている。 

 

備考（資料）  議事資料 

公開・非公開 全部公開          部分公開          非公開 

傍聴者数   ２人（２席） 

 


